
　

毎
年
、事
業
所
得
者
（
営
業
等
、

農
業
）
や
不
動
産
所
得
者
の
売
り

上
げ
や
仕
入
れ
、
必
要
経
費
等
を

記
帳
す
る
収
支
内
訳
書
の
自
書
作

成
と
、
医
療
費
控
除
を
受
け
る
た

め
の
医
療
費
の
明
細
書
等
の
事
前

作
成
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
待

ち
時
間
短
縮
の
た
め
事
前
作
成
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
。
な
お
、
医

療
費
控
除
及
び
セ
ル
フ
メ
デ
ィ

ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
明
細
書
の
全

戸
配
布
は
あ
り
ま
せ
ん
。
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
又
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
申
告
会
場
の

日
程
は
、
広
報
か
が
や
き
１
月
号

に
掲
載
予
定
で
す
。

　

市
の
会
場
で
は
、
市
・
県
民
税

の
申
告
及
び
給
与
や
公
的
年
金
等

収
入
な
ど
、
総
合
課
税
の
確
定
申

告
の
受
付
を
行
い
、
次
の
確
定
申

告
書
類
①
～
⑩
の
記
帳
相
談
は
行

い
ま
せ
ん
。
ｅ–

Ｔ
ａ
ｘ
申
告
受

付
も
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

①
青
色
申
告

②
事
業
所
得
（
営
業
等
、
農
業
）、

不
動
産
所
得
の
申
告
（
繰
越
損
失

を
含
む
）

③
土
地
等
の
分
離
・
総
合
譲
渡
所

得
に
関
す
る
申
告
（
繰
越
損
失
を

含
む
）

④
株
式
及
び
先
物
取
引
等
の
分
離

課
税
所
得
に
関
す
る
申
告
（
繰
越

損
失
を
含
む
）

⑤
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
（
住

宅
ロ
ー
ン
控
除
）
を
初
め
て
受
け

る
方
の
申
告

⑥
雑
損
控
除
（
災
害
や
盗
難
、
横

領
に
よ
る
損
失
等
）
の
申
告

⑦
過
年
分
の
申
告

⑧
死
亡
さ
れ
た
方
の
準
確
定
申
告

⑨
更
正
の
請
求
・
修
正
申
告

⑩
贈
与
税
・
消
費
税
の
申
告

■
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税

制
（
医
療
費
控
除
の
特
例
）【
平

成
30
年
度
か
ら
平
成
34
年
度
課
税

ま
で
適
用
】

　

適
切
な
健
康
管
理
の
下
で
医
療

用
医
薬
品
か
ら
の
代
替
を
進
め
る

観
点
か
ら
、
健
康
の
維
持
増
進
及

び
疾
病
予
防
へ
の
取
組
と
し
て
、

特
定
健
康
診
査
、
予
防
接
種
、
定

期
健
康
診
断
、
健
康
診
査
、
が
ん

検
診
を
行
う
個
人
が
、
平
成
29
年

１
月
１
日
か
ら
平
成
33
年
12
月
31

日
ま
で
の
間
に
自
己
又
は
自
己
と

生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
そ
の
他

の
親
族
に
係
る
一
定
の
ス
イ
ッ

チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
（
要
指
導
医

薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
の
う

ち
、
医
療
用
か
ら
転
用
さ
れ
た
医

薬
品
）
の
購
入
の
対
価
を
支
払
っ

た
場
合
、
そ
の
年
中
に
支
払
っ
た

対
価
の
額
の
合
計
額
が
１
万
２
千

円
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え

る
部
分
の
金
額
（
上
限
８
万
８
千

円
）
に
つ
い
て
、
そ
の
年
分
の
総

所
得
金
額
等
か
ら
控
除
さ
れ
ま

す
。

　

た
だ
し
、
本
特
例
の
適
用
を
受

け
る
場
合
に
は
、
現
行
の
医
療
費

控
除
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
り
ま
す
。

市
・
県
民
税
の
申
告
と

確
定
申
告
の
受
付

税
制
上
の
主
な
改
正

市
・
県
民
税
の
申
告
と

所
得
税
の
確
定
申
告

問
い
合
わ
せ
／
市
・
県
民
税
に
関
す
る
こ
と
＝
市
民
税
課
（
内
線
２
２

５
４
～
２
２
５
７
）、
所
得
税
に
関
す
る
こ
と
＝
上
尾
税
務
署
（
☎

０
４
８-

７
７
０-
１
８
０
０
・
自
動
音
声
案
内
）

■
配
偶
者
控
除
及
び
配
偶
者
特
別

控
除
の
見
直
し
【
平
成
31
年
度
課

税
か
ら
適
用
】
※
詳
細
は
左
表
を

ご
覧
く
だ
さ
い

　

就
業
調
整
を
め
ぐ
る
課
題
に
対

応
す
る
た
め
、
配
偶
者
控
除
及
び

配
偶
者
特
別
控
除
が
見
直
さ
れ
ま

す
。
担
税
力
の
調
整
の
必
要
性
の

観
点
か
ら
、
納
税
者
本
人
の
合
計

所
得
金
額
に
よ
っ
て
控
除
額
が

逓て
い
げ
ん減
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま

す
。

①
配
偶
者
控
除　

納
税
者
本
人
の

合
計
所
得
金
額
に
よ
っ
て
控
除
額

が
変
更
と
な
り
ま
す

②
配
偶
者
特
別
控
除　

納
税
者
本

人
の
合
計
所
得
金
額
に
よ
っ
て
控

除
額
が
変
更
さ
れ
た
ほ
か
、
対
象

と
な
る
配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額

が
38
万
円
超
１
２
３
万
円
以
下
へ

拡
大
さ
れ
ま
す
（
改
正
前
：
38
万

円
超
76
万
円
未
満
）

注
意
事
項
／
①
・
②
い
ず
れ
も
、

納
税
者
本
人
の
合
計
所
得
金
額
が

１
千
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
配
偶
者
特
別
控
除
に
お
け
る

配
偶
者
の
所
得
制
限
が
緩
和
さ
れ

ま
す
が
、
配
偶
者
本
人
の
市
・
県

民
税
の
算
出
方
法
は
変
更
あ
り
ま

せ
ん

平成
30年度

納税者本人の合計所得金額

900万円
以下

900万円超
950万円
以下

950万円超
1,000万円
以下

配
偶
者
控
除

38万円以下（※） 33万円 22万円 11万円

老人控除対象配偶者
（70歳以上） 38万円 26万円 13万円

配
偶
者
特
別
控
除

38万円超90万円以下（※） 33万円 22万円
11万円

90万円超95万円以下（※） 31万円 21万円

95万円超100万円以下（※） 26万円 18万円 ₉万円

100万円超105万円以下（※） 21万円 14万円 ₇万円

105万円超110万円以下（※） 16万円 11万円 ₆万円

110万円超115万円以下（※） 11万円 ₈万円 ₄万円

115万円超120万円以下（※） ₆万円 ₄万円 ₂万円

120万円超123万円以下（※） ₃万円 ₂万円 ₁万円

＜市・県民税の配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額＞

※表中の（※）は配偶者の合計所得金額を表しています
※所得税の控除額については、国税庁のホームページ等をご覧ください
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